
終了

センター長

　　関係資料を郵送

相談手続開始

事務局員

弁護士相談員1名、土地家屋調査士相
談員1名で対応

｢相談｣申込書及び参考資料提出

　申込書受理の場合は相談期日の指定,不受理の

【電話による受付】

申込書受理の場合は相談期日の指定、不
受理の場合はその旨を郵送により通知

　　申込受理の可否判断

境界問題相談センター埼玉相　談　者

【メールによる受付】

相談員の選任

『相談』申出による手続開始のフロー

センターホームページより申込書ダウンロード

　郵送により｢相談｣申込書及び
　         参考資料提出

相　談　者

相談センターに電話(048-837-1533)

　　｢相談｣申込書、パンフレット及び

　場合はその旨を郵送により通知

事務局員


